
 

 

 

第七次土岐市総合計画 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

第七次土岐市総合計画（以下、総合計画）は、土岐市総合計画策定条例（平成 26 年条例第 17

号）に規定する「総合計画」であり、総合的かつ計画的な市政の運営のための市の最上位計画です。 

総合計画は、市のまちづくりについての考え方や将来

像、方向性を示す基本構想と、基本構想を達成するための

具体的な施策を整理した実施計画の２部構成で作成して

います。 

実施計画事業一覧は、実施計画で定めた施策ごとに、具

体的に実施していく事業を一覧として示したものです。 

 

総合戦略は、まち・ひと・しごと創生法に基づいて、まちの活性化と人口対策について重点的に

推進する事業をまとめた計画であり、国土強靭化地域計画は、国土強靭化基本法に基づいて、い

かなる災害が発生しても機能不全に陥らないよう「災害に強いまちづくり」を構築するため関係分

野の施策を取りまとめた計画です。 

２つの計画は総合計画と重複する分野も多いことから、実施計画事業一覧においてはそれぞれ

の計画で位置づけられている事業が分かるように表記しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本実施計画事業の計画期間は令和８年度から令和１０年度までの３か年の計画とします。 

実施計画事業は３年間を一つの期間とし、毎年度、社会情勢や財政状況、事業の進捗などを踏

まえて見直しを行うローリング方式を採用します。これにより、基本構想との間にずれが生じない

よう柔軟に計画を策定、実施していきます。 
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総合計画に基づいて実施される施策・事業についてＰＤＣＡサイクルを活用して進行を管理しま

す。 

評価段階（Ｃ）では、最終的な成果を目指すための目標指標を設定し、その進捗状況を管理しま

す。また、施策・事業の担当課による評価に加えて、市民や有識者の参画を含めた多角的な視点で

評価を行います。 

 

現在、ＥＢＰＭによる政策立案が求められている中で、エビデンスとなるデータの可視化や分析

を行い、多様なデータを効果的に活用しながら施策や事業の検討を行い、限られた財源を有効に

活用し、真に必要とされる施策や事業を推進していきます。 

 

ＳＤＧｓは、世界共通の言語であり、その理念に基づいて、基本構想を実現するための各施策を

推進することで、市民生活の質や幸福度の向上、市民・企業と地域課題を共有し課題解決に向け

た取組を促進することが期待できます。こうしたＳＤＧｓの特性や考え方を総合計画の推進に取り

入れます。 
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❶基本目標名 

基本目標番号と基本目標

名を記載しています。 

❸施策名 

施策番号と施策名を記載

しています。 

❷対応するＳＤＧｓ 

基本目標に対応するＳＤＧｓ

のマークを付けています。 

❹事業名・事業内容 

今後 3 年間で実施する事

業とその内容を取組別に示

しています。 

❺新規・継続 

実施する事業が新規事業

か、継続事業かの区分を示

しています。 

❻実施年度 

事業を実施する年度を示

しています。 

❼担当課 

事業を担当している課を

示しています。 

❽戦略での位置づけ 

総合戦略の位置づけの有

無を示しています。 

❾強靭化の位置づけ 

土岐市国土強靭化地域計

画での位置づけの有無を示

しています。 

❽ 

      

❶ 
❷ 

 
❸ 

❹ 

❺ ❻ ❼ ❾ 

※事業名は原則予算事業名としています。また、同じ事業名で異なる事業内容を実施している

場合には、事業名に括弧書きを付けて内容を分けて記載するようにしています。 
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施策1　地域福祉

8 9 10

⑴福祉意識の育成

①
生活支援体制
整備事業

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができ
るよう、生活支援コーディネーターを配置して、「互
助」による助け合い活動を推進します。

継 ● ● ●
高齢介
護課

- -

②
認知症サポー
ター等育成事
業

認知症への正しい理解を広めるために、認知症サポー
ター養成講座を実施します。

継 ● ● ●
高齢介
護課

- -

③
地域福祉支援
事業（福祉だ
より発行）

福祉に関する理解を深めるために、社会福祉協議会が
「福祉だより」を発行します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

⑵互助の地域づくり

①
地域福祉支援
事業（ボラン
ティア育成）

関係課や社会福祉協議会と連携して、地域で支え合う
ボランティアを育成します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

②
多機能型子育
て支援拠点施
設事業

子育て世帯が適切な支援を受けられるように、子育て
支援拠点事業、利用者支援事業、ファミリー・サポー
ト・センター事業を一体的に実施します。

継 ● ● ●
こども
家庭課

- -

③
健康づくり事業
（ゲートキー
パー養成等）

市民の心身の健康を維持・向上するために、相談体制
の充実、ゲートキーパー養成や正しい知識の普及を図
り自殺対策を推進します。

継 ● ● ●
健康推
進課

- -

⑶安心できる暮らしの支援

①
避難行動要支
援者支援事業

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を作成し、平
時の見守りや災害時の安否確認に活用し、要援護者一
人ひとりに対して避難行動を支援します。

継 ● ● ●
高齢介
護課

- ●

②
子育て短期支
援事業

児童及びその家庭の福祉向上の支援のために、児童福
祉施設や里親で一時的に児童を養育します。さらに親
子利用とレスパイト利用を拡大します。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

③

地域子育て支
援事業（ヤン
グケアラー等
支援）

家事や育児に対して不安や負担を抱える子育て世帯、
妊産婦、ヤングケアラーがいる家庭を支援するため、
訪問支援員を派遣し、家事などを支援します。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

④
地域福祉支援
事業（地域福
祉計画）

地域福祉計画を現状に即した内容とするために、中間
評価を実施します。

新 ● - - 福祉課 - -

⑤
地域福祉支援
事業（避難所
整備）

福祉避難所の備蓄品を整備し、災害時の要配慮者支援
に備えます。

新 ● - - 福祉課 - ●

強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦

基本目標1　支え合い、誰もが健やかで安心して暮らせるまち
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施策2　障がい者福祉

8 9 10

⑴共に生きる市民の意識づくり

①
地域生活支援
事業（成年後
見制度促進）

成年後見制度の利用を促進するために、東濃成年後見
センターや東濃権利擁護センターと連携し、事業を見
直します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

②
地域生活支援
事業（手話奉
仕員養成）

聴覚障がいへの理解を深めるために、手話奉仕員養成
講座を実施します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

⑵暮らしを支えるサービス支援体制づくり

①
地域生活支援
事業（人材育
成）

障がい者が安心して相談できる体制を整えるために、
東濃基幹相談支援センターによる相談支援事業者向け
研修を実施し、人材育成に努めます。

継 ● ● ● 福祉課 - -

②
介護給付・訓練等
給付事業（サービ
ス提供）

障がい者の日常生活に必要な移動等の確保や、就労場
面における能率の向上等を図るために、計画相談事業
者と連携をとり、必要に応じた適切な障がい福祉サー
ビスを提供します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

③ 在宅福祉事業
在宅障がい者の行動範囲を広げるために、タクシーチ
ケットを交付します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

④
特別障害者手
当給付事業

重度障がい者の経済的負担を軽減するために、特別障
害者手当を支給します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

⑤
補装具等支給
事業

障がい者の日常生活の能率向上を図るために、補装具
購入費用を支給します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

⑥
療養介護医療
事業

病気やけがの回復を支援するために、障害福祉サービ
スの療養介護の一環として提供される医療行為の費用
を支給します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

⑦
自立支援医療（更
生医療・育成医
療）給付事業

身体障がい者の医療費負担を軽減するために、対象と
なる医療を受けられる方の医療費自己負担の一部を助
成します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

⑧
総合支援法施
行事務事業

障がい者の尊厳ある生活を支えるために、各種手帳の
交付や、障害福祉サービスの利用手続きを支援しま
す。

継 ● ● ● 福祉課 - -

⑨ 障害福祉経費
障がい者やその家族の悩み解消を図るために、障がい
者相談員による相談対応を実施します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

⑩
重度障害者医
療費助成事業

障がい者の負担を軽減するために、重度障がい者医療
費を助成します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

⑶自立を支援する働きやすい環境づくり

①
地域生活支援
事業（就労支
援体制強化）

障がいのある方の就労等に係る現状や課題について就
労支援部会で協議し、障がい者の就労支援体制を強化
します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

②
介護給付・訓練
等給付事業（支
援体制整備）

障がい者の安定した就労継続を図るために、就労定着
支援体制を整備します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦 強
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施策2　障がい者福祉

8 9 10

⑷こどもの療育・保育・教育の環境づくり

①
障害児通所支
援事業

子育て世帯の負担を軽減するために、児童発達支援等
の給付をします。

継 ● ● ●
こども
家庭課

- -

②
母子保健事業
（個別相談、検
診事後教室等）

支援が必要なこどもを早期に支援するために、健診や
発達に不安を感じている保護者の個別相談、健診事後
教室を実施します。

継 ● ● ●
健康推
進課

- -

③
児童福祉総務
経費

支援が必要なこどもを早期に支援するために、発達相
談員が発達の心配な親子の相談にのったり、スタッフ
に専門的な支援や支援方法等を指導します。

継 ● ● ●
こども
家庭課

- -

④
小・中学校特別
支援教育就学奨
励費交付事業

障がいのある児童生徒の就学を支援するために、保護
者が負担する教育関連費用の一部を国や市が支援しま
す。

継 ● ● ●
学校教
育課

- -

施策3　子育て支援

8 9 10

⑴こどもを生み育てることができる社会づくり

① 産後ケア事業
産後の母子の心身ケア等のために、助産師の訪問また
は指定医療機関等の宿泊・通所にて母子のケアや授乳
指導・育児相談等を行います。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

②
妊婦等包括相
談支援事業

妊産婦等を支援するために、情報発信や伴走型相談支
援を行います。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

⑵子育てしやすい環境づくり・サービスの充実

①
一時預かり事
業

こどもが安全に過ごせる環境を整えるために、公立認
定こども園において、在園児以外に一時的に保育が必
要になるこどもに対して、預かりを行います。

継 ● ● ●
幼稚園・
こども園

課
● -

②
医療的ケア児
保育事業

医療的ケア児が安心して通園できるようにするため
に、公立認定こども園で受入体制を整備します。

継 ● ● ●
幼稚園・
こども園

課
● -

③
広域入所委託
事業

多様なニーズに対応するために、市外施設へ在園児数
に応じて、ニーズに応じた保育を提供します。

継 ● ● ●
幼稚園・
こども園

課
● -

④
施設型給付事
業

在園児数に応じた費用を負担し、私立認定こども園の
運営の安定化を図ります。

継 ● ● ●
幼稚園・
こども園

課
● -

⑤
施設等利用給
付事業

子育て世帯の負担を軽減するために、認可外保育施設
利用料を助成します。

継 ● ● ●
幼稚園・
こども園

課
● -

⑥
私立保育所運
営委託事業

在園児数に応じた費用を負担し、私立保育所の運営の
安定化を図ります。

継 ● ● ●
幼稚園・
こども園

課
● -

戦

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課

強

戦 強

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課
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施策3　子育て支援

8 9 10

⑵子育てしやすい環境づくり・サービスの充実

⑦
私立幼稚園施
設等利用給付
事業

子育て世帯の負担を軽減するために、私立幼稚園利用
料を助成します。

継 ● ● ●
幼稚園・
こども園

課
● -

⑧
多機能型子育
て支援拠点施
設事業

子育て世帯が適切な支援を受けられるように、子育て
支援拠点事業、利用者支援事業、ファミリー・サポー
ト・センター事業を一体的に実施します。（再掲）

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

⑨
地域型保育給
付事業

在園児数に応じた費用を負担し、私立の地域型保育施
設の運営の安定化を図ります。

継 ● ● ●
幼稚園・
こども園

課
● -

⑩
認定こども園
事業

こどもたちが安全・安心に過ごせるよう、公立認定こ
ども園で幼児教育及び保育を行います。

継 ● ● ●
幼稚園・
こども園

課
● -

⑪
認定こども園
整備事業

安全な保育環境を確保するために、公立認定こども園
の施設を整備します。

継 ● ● ●
幼稚園・
こども園

課
● -

⑫
病児・病後児
保育事業

保護者の負担軽減のために、病気または病気回復期で
集団保育ができないこどもを、一時的に預かります。

継 ● ● ●
幼稚園・
こども園

課
● -

⑬
放課後教室経
費

市内8か所の小学校の空き教室で、放課後の安全・安心
なこどもの居場所づくりを行います。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

⑭ 幼稚園事業
こどもたちが安全・安心に過ごせるよう、公立幼稚園
で園児の預かりを行います。

継 ● ● ●
幼稚園・
こども園

課
● -

⑮
幼稚園整備事
業

幼稚園の教育環境を向上させるために、公立幼稚園の
施設を整備します。

継 ● ● ●
幼稚園・
こども園

課
● -

⑶子育て当事者への支援

①
子育て短期支
援事業

児童及びその家庭の福祉向上の支援のために、児童福
祉施設や里親で一時的に児童を養育します。さらに親
子利用とレスパイト利用を拡大します。（再掲）

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

②
こども医療費
助成事業

こどもにかかる医療費負担を軽減するために、高校生
年代まで（18歳到達後の最初の3月31日まで）の医療費
の自己負担分を助成します。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

③ 児童館経費
児童に健全な遊びを与え、健康を増進し、情操を豊か
にするために、児童厚生施設を運営します。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

④
児童手当給付
事業

子育て世帯の負担を軽減するために、18歳到達後の最
初の3月31日までにある児童を養育している方に児童手
当を支給します。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

⑤
児童福祉総務
経費

子育てに特化した情報をまとめた子育て特設サイト
で、市の子育て支援事業を広く周知します。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

新/
継

実施年度
担当課 戦 強事業名 事業内容
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施策3　子育て支援

8 9 10

⑶子育て当事者への支援

⑥
障害児通所支
援事業

子育て世帯の負担を軽減するために、児童発達支援等
の給付をします。（再掲）

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

⑦
健やか成長お
祝い事業

子育て世帯の負担を軽減するために、こどもが生まれ
た家庭におむつチケット、翌年小中学校に入学するこ
どもをもつ保護者に応援金を支給します。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

⑧
地域子育て支
援事業（イベ
ント開催等）

子育て支援を身近に感じてもらうために、イオンモー
ル土岐を活用した子育て応援イベントを行います。ま
た、チャイルドシートなどの購入費を補助します。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

⑨
妊婦のための
支援給付事業

妊娠期の負担を軽減するために、妊娠届出時に5万円、
胎児の数が確認できた時に胎児数×5万円を支給すると
ともに相談支援を行うなど総合的に支援します。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

⑩ 母子支援事業

母子の健康保持を図るために、妊婦健診などの検診費
用を助成し、新生児聴覚検査を拡大（再検査を助成）
します。また、多胎家庭支援として訪問や健診サポー
トをします。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

⑪
養育医療給付
事業

未熟児の健康を守るために、養育のため入院すること
を必要とする未熟児に対し、入院時の保険診療自己負
担額や食事療養費の一部を給付します。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

⑷配慮を必要とする家庭への支援

①
子どもの貧困
対策事業

ひとり親家庭等の支援のために、児童生徒を対象とし
た学習支援を行います。また、こども食堂に補助する
ことで、運営団体数もしくは実施回数の拡大を図りま
す。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

②
児童扶養手当
給付事業

ひとり親家庭の安定と自立を支えるために、児童扶養
手当を支給します。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

③
母子家庭等医
療費助成事業

母子家庭等の医療負担を軽減するために、医療費自己
負担分を助成します。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

④
父子家庭医療
費助成事業

父子家庭の医療費負担を軽減するために、医療費自己
負担分を助成します。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

⑤
母子・父子・
寡婦福祉事業

ひとり親家庭等の支援のために、就業支援給付金を支
給します。さらに、ひとり親家庭の自立に向け、給付
人数を拡大します。

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

戦 強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課

10



施策4　生活支援

8 9 10

⑴安心できる暮らしの支援

①
生活保護費給
付事業

生活に困窮する人の自立を支えるために、生活保護費
を支給します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

②
中国残留邦人
生活支援給付
事業

中国残留邦人の生活を支えるために、生活支援給付費
を支給します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

③
子どもの貧困
対策事業

ひとり親家庭等の支援のために、児童生徒を対象とし
た学習支援を行います。また、こども食堂に補助する
ことで、運営団体数もしくは実施回数の拡大を図りま
す。（再掲）

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

④
児童扶養手当
給付事業

ひとり親家庭の安定と自立を支えるために、児童扶養
手当を支給します。（再掲）

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

⑵社会的参加による自立の支援

①
生活困窮者自立
支援事業（生活
困窮者支援）

生活困窮者の早期自立を支援するために、相談・就
労・家計改善支援を行います。また、「家から出られ
ない」等の状況の人に対し居場所を提供します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

②
生活保護セーフ
ティネット支援
対策等事業

生活保護受給者の就労自立を促すために、稼働能力の
ある受給者へ就労支援を行います。

継 ● ● ● 福祉課 - -

⑶安全に暮らせる社会づくり

①
諸団体補助事
業

更生保護活動を推進するために、保護司会等の活動に
対し補助金を交付します。

継 ● ● ● 福祉課 - -

施策5　こども・若者支援

8 9 10

⑴こどもが成長できる社会づくり

① 児童館経費
児童に健全な遊びを与え、健康を増進し、情操を豊か
にするために、児童厚生施設を運営します。（再掲）

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

②
放課後教室経
費

市内8か所の小学校の空き教室で、放課後の安全・安心
なこどもの居場所づくりを行います。（再掲）

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

③

青少年育成活
動事業（団体
支援、人材育
成）

青少年の健全育成の推進のために、青少年育成団体の
活動支援やネットワークづくりを推進します。また、
青少年期における地域活動体験やボランティア参加の
機会を提供し、地域活動を担う人材を育成します。

継 ● ● ●
生涯学
習課

● -

戦 強

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦 強

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課
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施策5　こども・若者支援

8 9 10

⑵配慮を必要とするこどもへの支援

① 教育支援事業
多様化・複雑化する学習や生活上の課題に対応するた
めに、教育支援センターを核として教育相談、不登校
支援等を行います。

継 ● ● ●
学校教
育課

● -

②
子どもの貧困
対策事業

ひとり親家庭等の支援のために、児童生徒を対象とし
た学習支援を行います。また、こども食堂に補助する
ことで、運営団体数もしくは実施回数の拡大を図りま
す。（再掲）

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

③
子育て短期支
援事業

児童及びその家庭の福祉向上の支援のために、児童福
祉施設や里親で一時的に児童を養育します。さらに親
子利用とレスパイト利用を拡大します。（再掲）

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

④

地域子育て支
援事業（ヤン
グケアラー等
支援）

家事や育児に対して不安や負担を抱える子育て世帯、
妊産婦、ヤングケアラーがいる家庭を支援するため、
訪問支援員を派遣し、家事などを支援します。（再
掲）

継 ● ● ●
こども
家庭課

● -

⑶若者が自立できる社会づくり

①
奨学金支給事
業

修学機会を確保するために、経済的に困難な高校生・
大学生等へ奨学金を支給します。

継 ● ● ●
学校教
育課

● -

②
小・中学校要
保護児童等援
助費交付事業

経済的に困難な児童生徒を支援するために、給食費・
学用品費・修学旅行費などの一部を国の基準により支
給します。

継 ● ● ●
学校教
育課

● -

③
移住定住促進
事業

SNSや移住イベント等を活用し、移住・定住促進をPRし
ます。また、空き家バンク登録促進のため、リフォー
ム費用や家財道具処分費用等を補助します。

継 ● ● ●
市民活
動課

● ●

④ 結婚支援事業
結婚を希望する若者等を支援するために、婚活・結婚
新生活支援を行います。また、同窓会開催支援、出会
い創出イベント等を行います。

継 ● ● ●
市民活
動課

● -

⑤
生活困窮者自
立支援事業
（若者支援）

若者の自立を支援するために、若者やその家族からの
相談に応じ、自立に向けた支援をします。

継 ● ● ● 福祉課 ● -

施策6　高齢者福祉

8 9 10

⑴いきいきと暮らすための生きがいづくり

①
介護予防普及
事業

フレイル予防への取り組みを支援するために、住民主
体で自主的な活動をする団体に対し補助金を交付しま
す。

継 ● ● ●
高齢介
護課

● -

②
認知症サポーター
活動促進・地域づ
くり推進事業

運動機能向上、栄養、口腔機能向上、認知症予防のた
めに、65歳以上の高齢者を対象に、はつらつ元気塾を
開催します。

継 ● ● ●
高齢介
護課

● -

戦 強

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦 強

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課
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施策6　高齢者福祉

8 9 10

⑵いつまでも自分らしく暮らせるしくみづくり

①
在宅医療・介
護連携推進事
業

医療と介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地
域で暮らし続けられるよう、医療と介護を一体的に提
供できる連携体制を構築します。

継 ● ● ●
高齢介
護課

● -

②
認知症地域支
援・ケア向上
事業

認知症に対する理解を深めるとともに、認知症の人や
家族への支援、地域での見守り事業を実施します。

継 ● ● ●
高齢介
護課

● -

⑶地域で安心して暮らせるしくみづくり

①
生活支援体制
整備事業

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができ
るよう、生活支援コーディネーターを配置し、「互
助」による助け合い活動を推進します。（再掲）

継 ● ● ●
高齢介
護課

● -

②
避難行動要支
援者支援事業

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を作成し、平
時の見守りや災害時の安否確認に活用し、要援護者一
人ひとりに対して避難行動を支援します。（再掲）

継 ● ● ●
高齢介
護課

- ●

③
地域公共交通
対策事業（運
行経費補助）

交通弱者の方のために、公共交通機関としての市民バ
スが持続的に運行できるよう交通事業者に対し運行経
費を補助します。

継 ● ● ●
産業振
興課

● -

④
交通安全対策
事業（外出支
援）

運転免許証を自主返納した方の外出支援のために、タ
クシーチケット又はバス回数券を支給します。

継 ● ● ●
生活環
境課

● -

⑷充実した介護サービスの提供

①
介護給付等費
用適正化事業

介護サービスが適正に提供されるよう、介護サービス
事業所に対し研修を行います。

継 ● ● ●
高齢介
護課

● -

施策7　健康

8 9 10

⑴個人の行動と健康状態の改善

①
健康づくり事業
（ときげんきプ
ロジェクト）

主体的に健康づくりに取り組めるよう、ときげんきプ
ロジェクトを推進し、生活習慣病予防や健康づくりに
関する知識を普及・啓発します。

継 ● ● ●
健康推
進課

● -

② 健康診査事業
定期的な健康診査・各種検診の受診率を向上させるた
めに、受診しやすい体制をつくるとともに、定期的な
受診の必要性を啓発します。

継 ● ● ●
健康推
進課

● -

③
健康教育相談事
業（健康・栄養
相談）

健康づくりに関する正しい知識を普及するために、講
演会等を実施します。また、健康・栄養相談を実施
し、気軽に相談できる機会を設けます。

継 ● ● ●
健康推
進課

● -

④ 歯科保健事業
かかりつけ歯科医をもち、定期的な歯科健診の受診を
促すため、市民歯科健診事業（歯周病検診）を進めま
す。

継 ● ● ●
健康推
進課

● -

戦 強

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦 強

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課
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施策7　健康

8 9 10

⑵健康を支える社会環境の質の向上

①
健康づくり事業
（ゲートキー
パー養成等）

市民の心身の健康を維持・向上するために、相談体制
の充実、ゲートキーパー養成や正しい知識の普及を図
り自殺対策を推進します。（再掲）

継 ● ● ●
健康推
進課

● -

⑶生涯を通じた健康づくりの推進

①
母子保健事業（一
般不妊治療、不妊
検査等）

母子の健康保持と増進を図るために、乳幼児健康診査
や家庭訪問、個別相談等を行います。また、少子化対
策推進のため一般不妊治療、不妊検査等の助成をしま
す。

継 ● ● ●
健康推
進課

● -

② 予防接種事業
感染症の発生とまん延を防ぐために、定期接種と任意
接種を行います。また、予防接種事務のデジタル化に
向け、実施体制を整備します。

継 ● ● ●
健康推
進課

● -

③
健康づくり事
業（企業支
援）

働く世代の健康づくりを支える環境を整備するため、
従業員の健康づくりに取り組む企業を支援します。

継 ● ● ●
健康推
進課

● -

⑷食育の推進

①
食生活改善推
進員育成事業

地域の健康増進を図るために、講座開催等により食生
活改善推進員を育成します。また、各地区で食の大切
さを普及するためのボランティア活動を支援します。

継 ● ● ●
健康推
進課

● -

②
健康教育相談事
業（イベント・
教室開催）

健康的な生活習慣を促進するために、イベントや教室
などで減塩や野菜の摂取目標量、適正な栄養量、栄養
バランスについて啓発します。

継 ● ● ●
健康推
進課

● -

③
母子保健事業
（食に関する
普及啓発）

妊娠期から学童期にわたり、適切な栄養量や栄養バラ
ンスなど、食に関する正しい知識を普及します。

継 ● ● ●
健康推
進課

● -

施策8　地域医療

8 9 10

⑴医療体制の確保

①
東濃中部病院
事務組合負担
金

誰もが必要な時に安心して質の高い医療サービスを受
けられるよう、東濃中部病院事務組合に対し負担金を
交付します。

継 ● ● ●
健康推
進課

● -

⑵地域包括ケアシステムの強化

①
在宅医療・介
護連携推進事
業

医療と介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地
域で暮らし続けられるよう、医療と介護を一体的に提
供できる連携体制を構築します。（再掲）

継 ● ● ●
高齢介
護課

● -

⑶非常時の医療体制の強化

①
非常時の体制
整備事業

大規模災害の発生や新興感染症の拡大に備えるため
に、必要な体制の整備を図ります。

継 ● ● ●
健康推
進課

● -

戦 強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦 強

14



施策1　商工業

8 9 10

⑴商工業の活性化

① 商工振興事業
地域経済の発展を図るために、人手不足や事業承継な
どの課題に対し、関係団体等と連携し事業者を支援し
ます。

継 ● ● ●
産業振
興課

● -

②
中小企業支援
事業

中小企業の安定経営を支えるために、創業者や販路開
拓支援事業等の各種補助金を交付します。また、実態
調査に基づき施策を検討します。

継 ● ● ●
産業振
興課

● -

③
セラトピア土
岐経費

産業文化・スポーツの振興を図るため、セラトピア土
岐を指定管理者により運営します。

継 ● ● ●
産業振
興課

● -

④
セラトピア土
岐施設整備事
業

施設の安全性を確保するために、セラトピア土岐の老
朽化した設備を計画的に整備します。

継 ● ● ●
産業振
興課

● ●

⑵市内への企業立地の推進

①
企業立地推進
事業

企業立地と雇用を促進するために、奨励金を交付しま
す。また、工場用地として開発可能な用地選定を検討
します。

継 ● ● ●
産業振
興課

● ●

⑶雇用の確保

① 労働経費
労働力確保と働きやすさを高めるために、地元就職促
進を目的としたマッチング事業を行います。また、働
きやすい職場環境づくりを支援します。

継 ● ● ●
産業振
興課

● -

施策2　農林業

8 9 10

⑴農業用施設の整備

① ほ場整備事業
中山間地域の曽木地区において、効率的な農業を促進
するために、農用地を整備します。

継 ● ● ●
産業振
興課

● -

②
農業用施設事
業

防災・減災を図るために、老朽化したため池の改修・
再整備をします。

継 ● ● ●
産業振
興課

● ●

③ 農地管理事業
農業用施設を適正に管理するために、ため池や防災ダ
ムの草刈り等を行います。

継 ● ● ●
産業振
興課

● -

強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦

基本目標2　活気に満ち文化を育み豊かさを創造するまち

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦 強
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施策2　農林業

8 9 10

⑵農業の振興

①
農業振興事業
（農業振興・集
積集約事業）

有効農地を維持するために、継続農業者（団体）への
補助や耕作困難者と現役農業者との橋渡し、土地提供
等により新規就農者を支援します。

継 ● ● ●
産業振
興課

● ●

⑶安全で魅力ある森づくり

①
森林経営管理
事業

適正な森林管理のため、間伐及び林道整備等の森林整
備や木材利用の促進や普及啓発、さらに危険木の伐採
を支援します。

継 ● ● ●
産業振
興課

● ●

②
農村公園整備
事業

自然と触れ合える場を提供するために、陶史の森や農
村公園等を維持管理します。

継 ● ● ●
産業振
興課

● -

③ 治山事業
荒廃山林を整備するために、山腹工事や森林復元など
の治山事業を実施します。

継 ● ● ●
産業振
興課

● ●

⑷獣害の防止

①
有害鳥獣対策
事業

獣害を軽減するために、有害鳥獣の捕獲や関係機関と
連携した対策を行います。

継 ● ● ●
産業振
興課

● -

② 畜産業経費
畜産業を支えるために、市内の家畜診療体制の確保や
感染症対策を行います。

継 ● ● ●
産業振
興課

● -

施策3　公共交通

8 9 10

⑴持続可能な公共交通サービスの確保

①
地域公共交通対
策事業（ネット
ワーク見直し）

民間路線バスの維持や市民バスへの転換、利用実態に
応じた路線やダイヤ再編成など地域ニーズに即した公
共交通ネットワークの見直しを行います。

継 ● ● ●
産業振
興課

● ●

⑵市民との協働による交通手段の確保

①
地域公共交通
対策事業（新
モビリティ）

地域特性に応じた柔軟な交通手段の導入を検討しま
す。また、AIデマンドや自動運転などの新たなモビリ
ティの導入可能性の検討や実証実験を行います。

継 ● ● ●
産業振
興課

● ●

⑶シームレス（つなぎ目の無い）化による利便性の向上

①
地域公共交通
対策事業（共
通定期券）

交通事業者との役割分担と連携を強化し、利用者がス
ムーズに移動できる環境を整えるために、共通定期券
等の導入に向けた検討を進めます。

継 ● ● ●
産業振
興課

● ●

②
都市計画事務
経費

コンパクトシティを推進するために、立地適正化計画
の策定と都市計画マスタープランの中間見直しを行い
ます。

新 ● - -
都市計
画課

● -

戦 強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課

強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦
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施策3　公共交通

8 9 10

⑷施設立地に伴う周辺交通網の整備

①
地域公共交通対
策事業（主要施
設アクセス）

商業施設や公立東濃中部医療センター等、主要な施設
へのアクセスを確保するとともに、継続的に見直しを
行います。

継 ● ● ●
産業振
興課

● ●

施策4　地域資源・観光

8 9 10

⑴地域の魅力伝承

①
ふるさと応援
事業

地域の魅力発信と関係人口創出のために、観光大使等
を活用し地場産品をPRします。

継 ● ● ●
地域資
源活用
推進課

● -

②
美濃焼PR委員
会事業

窯元の販売力向上や、付加価値の高いものづくりへつ
なげるため、首都圏などで陶器市を開催します。

継 ● ● ●
地域資
源活用
推進課

● -

③
新博物館周辺
整備事業

インバウンドを意識しつつ、こどもからファミリーま
で楽しめる市有地跡地の整備を進めるとともに、観光
協会などと連携して情報を発信します。

継 ● ● ●
地域資
源活用
推進課

● -

⑵交流・関係人口の創出

①
三国山キャン
プ場経費

交流人口を増やすために、地域住民主体の指定管理者
による地域の特色を活かした三国山キャンプ場の運営
を行います。

継 ● ● ●
地域資
源活用
推進課

● -

②
観光拠点施設
運営事業

観光協会による観光拠点施設（もとてらす東美濃）の
運営を支援し、継続的に土岐市の魅力を発信します。

継 ● ● ●
地域資
源活用
推進課

● -

③ 観光PR事業
観光誘客と認知度向上を図るために、新聞や情報誌等
での広告宣伝のほか、市民企画の観光PR動画を制作し
イオンモールの大型サイネージ等で放映します。

新 ● ● ●
地域資
源活用
推進課

● ●

⑶郷土愛の育み、シビックプライドの醸成

①
美濃焼振興事
業

地域産業の魅力を伝え郷土愛を育むために、こどもへ
の美濃焼贈呈、やきものプロジェクトの立ち上げや市
民団体による普及活動を支援します。

継 ● ● ●
地域資
源活用
推進課

● -

②
観光関連団体
活動支援事業

地域経済と観光の持続的発展を図るために、観光協会
などに対するPR事業や観光資源開発などの取り組みを
支援します。

継 ● ● ●
地域資
源活用
推進課

● -

③
観光イベント
等助成事業

観光資源を生かした地域活性化を推進するために、地
域の各団体が行う産業観光などのイベントを支援しま
す。

継 ● ● ●
地域資
源活用
推進課

● -

戦 強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課

強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦
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施策5　陶磁器産業

8 9 10

⑴美濃焼PRとブランド化

①
美濃焼振興事
業

地域産業の魅力を伝え郷土愛を育むために、こどもへ
の美濃焼贈呈、やきものプロジェクトの立ち上げや市
民団体による普及活動を支援します。（再掲）

継 ● ● ●
地域資
源活用
推進課

● -

⑵販路拡大支援

① 道の駅経費
美濃焼の販路拡大と発信力強化を図るために、道の駅
運営・支援により、専門性を生かしたPRと販路拡大・
開拓を行います。

継 ● ● ●
地域資
源活用
推進課

● -

②
美濃焼PR委員
会事業

美濃焼のブランド価値を高めるために、全国各地で行
われる見本市への出展支援や首都圏での陶器市開催、
専用ホームページによる情報発信を行います。

継 ● ● ●
地域資
源活用
推進課

● -

⑶歴史と伝統のある美濃焼の継承・発展

①
美濃陶芸村経
費

美濃焼の伝統技術の承継と工芸産業の振興を図るため
に、伝統産業会館を業界主体で運営します。また、施
設機能集約による効率化を進めます。

継 ● ● ●
地域資
源活用
推進課

● -

⑷美濃焼技術の継承と推進

①
陶磁器試験場研
究事業（マッチ
ング等）

窯業技術の継承と業界活性化を図るために、技術デー
タの整備・更新やマッチングを行います。また、意見
交換会、勉強会、展示会等を開催します。

継 ● ● ●
陶磁器
試験場

● -

⑸情報の発信

①
陶磁器試験場
研究事業（情
報発信）

美濃焼の価値と認知度の向上に向け、出前授業やSNSで
の情報発信、多様なイベントを開催します。また、事
業所への燃焼診断・技術指導及び陶磁器試験場のプロ
ジェクトの取組成果をSNS等で発信します。

継 ● ● ●
陶磁器
試験場

● -

施策6　歴史・文化

8 9 10

⑴文化施設の整備・充実

①
文化財保存活
用拠点（仮
称）整備事業

指定文化財を含む文化資源の保存活用を行う文化財保
存活用拠点施設を整備します。

継 ● ● ●
文化振
興課

● -

②
文化プラザ整
備事業

老朽設備の更新を行い、文化プラザの安全性と利便性
を高めます。

継 ● ● ●
文化振
興課

● ●

⑵文化財の調査と保存・活用

①
文化財保存活
用事業

文化財を守り後世へ伝えるために、国指定史跡等の維
持管理や市内遺跡発掘等調査を行うとともに、各種文
化団体等の活動を支援します。

継 ● ● ●
文化振
興課

● ●

⑶文化芸術活動の推進

①
文化芸術振興
事業

土岐市の伝統や文化への愛着を育むために、文化プラ
ザを拠点に市民音楽祭など、市民の活動成果を発表す
る場を創出するほか、多様な公演事業を開催します。

継 ● ● ●
文化振
興課

● -

事業名

強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦

強事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦
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施策1　協働まちづくり

8 9 10

⑴市民活動の活性化支援

①
まちづくり活
動支援事業

市民と行政の協働を推進するために、公益性の高い市
民活動への補助やまちづくり団体間の交流の場づくり
を行います。

継 ● ● ●
市民活
動課

● ●

⑵持続可能な自治会運営

①
共助のまちづ
くり事業

自治会の持続的な運営を支えるために、自治会活動の
見直し支援や共助のまちづくり補助金を交付します。

継 ● ● ●
市民活
動課

● ●

②
地域コミュニ
ティ活動支援
事業

地域コミュニティの基盤強化を図るために、集会所整
備支援や地域活動に必要な備品整備等を支援します。

継 ● ● ●
市民活
動課

● ●

施策2　地域共生社会

8 9 10

⑴共に暮らすまちづくり

①
移住定住促進
事業

SNSや移住イベント等を活用し、移住・定住促進をPRし
ます。また、空き家バンク登録促進のため、リフォー
ム費用や家財道具処分費用等を補助します。（再掲）

継 ● ● ●
市民活
動課

● ●

② 結婚支援事業
結婚を希望する若者等を支援するために、婚活・結婚
新生活支援を行います。また、同窓会開催支援、出会
い創出イベント等を行います。（再掲）

継 ● ● ●
市民活
動課

● -

⑵男女共同参画社会の推進

①
男女共同参画
推進事業

性別にかかわらず能力を発揮できる社会を実現するた
めに、講演会等による各種啓発や市民や関係団体の代
表が集まる推進会議を開催します。

継 ● ● ●
市民活
動課

● -

⑶多文化共生社会の推進

①
多文化共生推
進事業

多文化共生社会を実現するために、多文化共生を推進
する事業への補助金交付や外国人相談窓口に相談員の
配置、やさしい日本語講座、日本語教室を行います。

継 ● ● ●
市民活
動課

● -

⑷人権を尊重するまちづくり

① 人権啓発事業
市民一人ひとりが人権意識を高め、お互いの個性を認
め合う人権尊重のまちづくりを進めるために、講演会
等による啓発や人権相談への支援を行います。

継 ● ● ●
市民活
動課

● -

強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦

基本目標3　学びや協働を通して人や地域を育むまち

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦 強
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施策3　生涯学習

8 9 10

⑴公民館等を活用した生涯学習の推進

①
公民館経費
（公民館講座
等開催）

多様な学びの機会を提供するために、各公民館の特色
を生かした講座等を開催します。また、公民館講座修
了者を社会教育関係団体等へつなげ、他地域で活動す
る団体同士がつながる機会を提供します。

継 ● ● ●
生涯学
習課

● -

②
社会教育活動
事業（市民大
学講座）

高度で専門的な学習機会を提供するために、大学教授
や研究者等による市民大学講座を開催します。

継 ● ● ●
生涯学
習課

● -

③
高齢者学習活
動促進事業

高齢者の生きがいづくりと学習機会の充実を図るため
に、高齢者大学「はなの木大学」の運営や講座開催を
支援します。

継 ● ● ●
生涯学
習課

● -

④
公民館整備事
業

公民館利用者が安全・安心に活動できる環境を維持す
るために、公民館施設の計画的な設備更新等を行いま
す。

継 ● ● ●
生涯学
習課

● ●

⑵学びを通じた絆づくりの推進

①
公民館経費
（アウトリーチ
活動等支援）

地域課題の解決につながる学びを推進するために、公
民館活動団体によるアウトリーチ活動等を支援し、相
互に支え合う関係づくりを促進します。

継 ● ● ●
生涯学
習課

● -

②
青少年育成活
動事業（体験
型学習）

地域への愛着と学びを深めるために、体験型学習とし
て「土岐ふるさと塾」や「土岐で科学を学ぶ日」を開
催します。

継 ● ● ●
生涯学
習課

● -

⑶読書活動の推進

① 読書推進事業
市民の読書活動の向上を図るために、乳幼児期のこど
もの保護者への啓発やこどもの本を通じた学びの支
援、読書コミュニティづくりを推進します。

継 ● ● ● 図書館 ● -

②
移動図書館実
施事業

住んでいる地域等によって読書機会が減少しない読書
環境づくりを進めるため、移動図書館による巡回や地
域イベントへの出展、民間施設への巡回を進めます。

継 ● ● ● 図書館 ● -

③
図書館整備事
業

利用者が安心して利用できる図書館環境を維持するた
めに、計画的に図書館施設の設備更新等を行います。

継 ● ● ● 図書館 ● -

⑷青少年の健全育成の推進

①

青少年育成活
動事業（団体
支援、人材育
成）

青少年の健全育成の推進のために、青少年育成団体の
活動支援やネットワークづくりを推進します。また、
青少年期における地域活動体験やボランティア参加の
機会を提供し、地域活動を担う人材を育成します。
（再掲）

継 ● ● ●
生涯学
習課

● -

②
青少年育成経
費

青少年の非行防止と健全な成長を支えるために、東濃
西部少年センター指導員による声かけ活動等を支援し
ます。

継 ● ● ●
生涯学
習課

● -

③
社会教育活動
事業（社会教
育委員）

地域の社会教育活動の連携と活性化を図るために、地
域活動を指導・助言する社会教育委員の研修会や交流
会を開催します。

継 ● ● ●
生涯学
習課

● -

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦 強
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施策4　スポーツ振興

8 9 10

⑴スポーツ機会の充実

①
保健体育総務
経費

スポーツをする機会の充実のために、施設予約システ
ムの運用やスポーツ広報誌を発行します。

継 ● ● ●
スポー
ツ振興
課

● -

② 保健体育事業
市民がスポーツに親しめる環境を整えるために、各種
スポーツ大会の開催や市スポーツ協会等が行う大会を
支援します。

継 ● ● ●
スポー
ツ振興
課

● -

③
生涯スポーツ
推進事業

生涯スポーツ社会の実現を図るために、各種スポーツ
教室の開催や指導者講習会、学校施設開放事業を実施
します。

継 ● ● ●
スポー
ツ振興
課

● -

④
児童生徒能力
開花応援事業
（運動講座）

運動習慣の定着と体力向上を図るために、専門家によ
る運動講座を行います。

継 ● ● ●
教育研
究所

● -

⑤
障害者活動支
援事業

障がい者の社会参加を促進し、心身の健康や社会的つ
ながりを深めるために、障がい者スポーツ大会への参
加等の活動を支援します。

継 ● ● ● 福祉課 ● -

⑥
認知症サポーター
活動促進・地域づ
くり推進事業

運動機能向上、栄養、口腔機能向上、認知症予防のた
めに、65歳以上の高齢者を対象に、はつらつ元気塾を
開催します。（再掲）

継 ● ● ●
高齢介
護課

● -

⑦
介護予防普及
事業

フレイル予防を目的として住民主体で自主的な活動を
する団体に対し補助金を交付し、フレイル予防への取
り組みを支援します。（再掲）

継 ● ● ●
高齢介
護課

● -

⑵スポーツ環境の確保

①
市民体育館管
理運営事業

利用者が安全かつ快適に利用するために、市内体育館
およびトレーニングジムを適切に管理運営します。

継 ● ● ●
スポー
ツ振興
課

● -

②
市営球場管理
運営事業

利用者が安全かつ快適に利用するために、市内野球場
の維持管理および大徳原球場女子トイレを改修しま
す。

継 ● ● ●
スポー
ツ振興
課

● -

③
総合公園管理
運営事業

利用者が安全かつ快適に利用するために、総合公園内
のスポーツ施設を適切に管理運営します。

継 ● ● ●
スポー
ツ振興
課

● -

④
体育施設管理
運営事業

射撃場や弓道場などの市内体育施設を安全に運営する
ために、指定管理および維持管理を行います。

継 ● ● ●
スポー
ツ振興
課

● -

⑤
総合活動セン
ター管理運営
事業

利用者が安全かつ快適に利用するために、総合活動セ
ンターを適切に管理運営します。

継 ● ● ●
スポー
ツ振興
課

● -

⑶スポーツを活かしたまちづくり

①
スポーツ交流
事業

スポーツを通じた都市間交流を促進するために、焼津
市と隔年で交流委員会の運営およびスポーツ交流大会
を開催します。

継 ● ● ●
スポー
ツ振興
課

● -

戦 強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課
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施策5　学校教育

8 9 10

⑴きめ細かな学校支援

①
きめ細かな学
校支援事業

安全で質の高い学校生活を実現するために、学校支援
員、特別支援サポートティーチャー、ICT支援員、アレ
ルギー対応食支援員、看護師を配置します。

継 ● ● ●
学校教
育課

● -

②
幼・こ・小連
携推進事業

幼児期から小学校への円滑な移行を図るために、幼・
こ・小連携推進室を立ち上げ、接続期のカリキュラム
充実と発達段階に応じた支援を行います。

新 ● ● ●
教育研
究所

● -

⑵多様化する学びのニーズへの対応

① 教育支援事業
多様化・複雑化する学習や生活上の課題に対応するた
めに、教育支援センターを核として教育相談、不登校
支援等を行います。（再掲）

継 ● ● ●
学校教
育課

● -

⑶ふるさと教育の推進

①
小学校教育振興
事業（ふるさと
発見体験事業）

こどもが地域の歴史や産業への理解を深めるために、
美濃陶磁歴史館や市内歴史遺産、陶磁器試験場、近代
陶磁器工場の見学と体験学習を行います。

継 ● ● ●
学校教
育課

● -

⑷コミュニティスクールの推進

①
小・中学校教育振興
事業（コミュニティ
スクール推進事業）

地域と連携した教育活動を充実させるために、地域人
材を活用し、コミュニティスクールを運営します。

継 ● ● ●
学校教
育課

● -

⑸キャリア教育の推進

①
児童生徒能力開花
応援事業（夢と誇
り育成事業）

夢をもつことや、夢に向かって努力することの大切さ
を伝える「夢の教室」を実施します。

新 ● ● ●
教育研
究所

● -

②
児童生徒能力開
花応援事業（多
文化共生事業）

外国の文化の理解を深めるために、日本語学校の学生
と交流します。

新 - ● ●
教育研
究所

● -

⑹児童生徒の体力向上と部活動地域展開の推進

①
部活動地域展
開事業

部活動の地域展開に伴う生徒の居場所を確保するため
に、地域クラブ加盟団体への補助、代表者会・指導者
会を開催による指導力向上の支援を行います。

継 ● ● ●
学校教
育課

● -

②
児童生徒能力
開花応援事業
（運動講座）

運動習慣の定着と体力向上を図るために、専門家によ
る運動講座を行います。（再掲）

継 ● ● ●
教育研
究所

● -

③
児童生徒能力
開花応援事業
（ACP）

日本スポーツ協会が開発したACP（アクティブ・チャイ
ルド・プログラム）を実施し、運動に親しみをもつ児
童生徒を育成します。

継 ● ● ●
教育研
究所

● -

⑺学校給食を通じた食育と食品ロス対策

① 食育推進事業
こどもと家庭の食への関心を高め、健全な食習慣を育
むために、ときげんきっ子給食や給食体験事業、食育
研修会、卒業記念品贈呈事業を行います。

継 ● ● ●
給食セ
ンター

● -

戦 強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課
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施策5　学校教育

8 9 10

⑺学校給食を通じた食育と食品ロス対策

②
給食センター経
費（食品リサイ
クル事業）

食品リサイクルの推進を図るため、給食センターで発
生する食品残さを飼料化する食品リサイクルを行いま
す。

新 ● ● ●
給食セ
ンター

● -

⑻学校施設の活用・整備

①
小・中学校施
設整備事業

学校体育館における教育環境と防災機能を向上させる
ために、災害時に避難所となる体育館への空調設備整
備を計画します。

新 - ● ●
教育総
務課

● ●

戦 強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課
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施策1　道路

8 9 10

⑴道路の維持管理

①
道路橋梁事業（道
路ストック総点検
及び修繕事業）

道路施設の健全性を維持するために、概ね5年に1度、
照明灯や情報提供装置、大型標識など道路施設の点検
と修繕を行います。

継 ● ● ● 土木課 ● ●

②
道路橋梁事業
（橋梁整備事
業）

橋梁の安全性と通行機能を確保するために、道路橋梁
の定期点検を行い、釜池橋ほかの耐震補強補修工事を
行います。

継 ● ● ● 土木課 ● ●

③
道路橋梁事業
（舗装整備事
業）

道路舗装の安全性と快適性を確保するために、重要路
線の舗装を点検・診断し、舗装改良工事および舗装修
繕工事を行います。

継 ● ● ● 土木課 ● ●

④
道路管理事業（占用
料対応総合行政情報
システム改修事業）

占用料の納付利便性と事務効率を向上させるために、
システムを導入し、賦課徴収の一元管理や口座振替、
コンビニ納付を可能にします。

新 - ● ●
建設総
務課

● -

⑵生活道路の整備

①
道路橋梁事業（市
道11002号線道路
改良事業）

生活道路における狭小部の歩行空間と通行の安全を確
保するために、用地補償や関係機関との協議を行い、
土岐津町大洞地内道路拡幅工事を行います。

継 ● ● - 土木課 ● ●

②
交通安全施設
整備事業

生活道路や通学路の安全を確保するために、地元要望
や交通安全プラグラムで指摘された危険個所等につい
て、歩道の設置又は区画線やカーブミラー等を整備し
ます。

継 ● ● ● 土木課 ● ●

施策2　治水

8 9 10

⑴河川環境の保全

① 河川改修事業
河川氾濫のリスクを軽減するために、河道内に堆積し
た土砂を除去する浚渫工事を実施し、流下能力の向上
を図ります。

継 ● ● ● 土木課 ● ●

⑵防災意識の向上

①

水防管理運営事業
（洪水・土砂災害ハ
ザードマップ更新事
業）

防災意識の向上と迅速な避難行動を促すために、洪
水・土砂災害ハザードマップを全戸配布、Web公開する
とともに防災講座などで継続的に活用します。

継 ● ● ●
建設総
務課

● ●

⑶減災への取組

①
水防管理運営事業
（緑川・土合排水樋
管設備維持工事）

水害被害を軽減するために、樋管施設を適切に維持管
理し、経年劣化が確認された樋管の維持工事を行いま
す。

新 ● ● -
建設総
務課

● ●

強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦

基本目標4　暮らしの基盤が整い快適で住みやすいまち

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦 強
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施策2　治水

8 9 10

⑶減災への取組

②
水防管理運営事業
（前の川排水機場ポ
ンプ施設更新事業）

豪雨時の河川増水に迅速に対応するために、前の川
（県河川）の排水機場ポンプ施設の更新について、県
に流域調査や排水調査等を要望します。

継 ● ● ●
建設総
務課

● ●

③
都市排水路維
持管理事業

雨水による内水浸水被害を軽減するために、樋門・樋
管・排水ポンプ施設を計画的に整備、更新および維持
管理を行います。

継 - - ●
都市計
画課

● ●

④
雨水ポンプ場
維持管理事業

豪雨時の内水氾濫を防ぐために、内水を強制排除する
施設を計画的に整備、更新および維持管理を行いま
す。

継 ● ● ●
上下水
道課

● ●

施策3　住環境・街並み

8 9 10

⑴生活利便性の確保

①
都市計画事務経
費（立地適正化
計画策定事業）

都市機能を集約したまちづくりを進める立地適正化計
画を策定し、医療、福祉、商業等の生活サービスや公
共交通を将来にわたり持続的に確保します。

新 ● - -
都市計
画課

● ●

②
都市計画事務経費（都市
計画マスタープラン中間
見直し事業）

都市整備施策の方向性を適切に示す都市計画マスター
プランの中間見直しを行い、誰もが快適に暮らせる都
市基盤を確保します。

新 ● - -
都市計
画課

● -

③
都市計画事務経
費（都市計画基
本図更新事業）

都市計画や各種施策の基礎資料とするために、空中写
真の撮影および都市計画基本図を作成します。

新 - ● ●
都市計
画課

● -

⑵効率的な社会資本整備

①
都市計画事務経
費（立地適正化
計画策定事業）

都市機能を集約したまちづくりを進める立地適正化計
画を策定し、医療、福祉、商業等の生活サービスや公
共交通を将来にわたり持続的に確保します。（再掲）

新 ● - -
都市計
画課

● ●

②
都市計画事務経費（都市
計画マスタープラン中間
見直し事業）

都市整備施策の方向性を適切に示す都市計画マスター
プランの中間見直しを行い、誰もが快適に暮らせる都
市基盤を確保します。（再掲）

新 ● - -
都市計
画課

● -

③
都市計画事務経
費（都市計画基
本図更新事業）

都市計画や各種施策の基礎資料とするために、空中写
真の撮影および都市計画基本図を作成します。（再
掲）

新 - ● ●
都市計
画課

● -

⑶安全な住環境の実現

①
大規模盛土造
成地耐震化事
業

大規模盛土造成地の災害リスクを把握し被害を未然に
防止するため、市内の大規模盛土造成地の分類調査を
行った結果、第二次スクリーニングが必要となった箇
所について地盤調査を行います。

新 - - -
都市計
画課

● ●

②
土地区画整理
事業

良好な子育て環境に重点をおいた市街地を形成するた
めに、妻木南部の土地区画整理を行います。

継 ● - -
都市計
画課

● -

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦 強

戦 強
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施策3　住環境・街並み

8 9 10

⑶安全な住環境の実現

③ 地籍調査事業
公共事業の円滑化と土地境界紛争の未然防止、不動産
取引の促進を図るために、市街地や公共事業実施地区
を中心に地籍調査を行います。

継 ● ● ●
建設総
務課

● ●

④
建築物耐震化事業
（木造住宅無料耐
震診断事業）

木造住宅の耐震性能の把握を促進するために、旧耐震
基準の木造住宅を対象に無料の耐震診断を行います。

継 ● ● ●
都市計
画課

● ●

⑤
建築物耐震化事業
（木造住宅耐震補
強工事補助事業）

木造住宅の耐震化を促進するために、旧耐震基準の木
造住宅を対象に耐震補強工事費用を補助します。

継 ● ● ●
都市計
画課

● ●

⑥
建築物耐震化事
業（建築物耐震
診断補助事業）

非木造建築物の耐震性能の把握を促進するために、旧
耐震基準の木造住宅以外の建築物を対象に耐震診断費
用を補助します。

継 ● ● ●
都市計
画課

● ●

⑦
建築物耐震化事業（耐震
診断義務化建築物耐震化
促進事業）

耐震診断義務化路線沿いの旧耐震建築物を対象に、耐
震診断費用と耐震補強工事費用を補助します。

新 ● ● ●
都市計
画課

● ●

施策4　都市公園

8 9 10

⑴安全で安心な公園づくり

①
公園整備事業
（長寿命化
等）

公園施設の長寿命化対策やトイレの洋式化を行い、市
民が長く安心して公園を利用できる環境を整えます。

継 ● ● ●
都市計
画課

● ●

⑵みんなが憩う公園づくり

①
公園整備事業
（多言語化
等）

多言語化、ルールの明確化等により、誰もが多目的に
利用できる公園づくりを推進します。

継 ● ● ●
都市計
画課

● ●

⑶活動の拠点となる公園づくり

①
公園整備事業
（幼児遊具等
設置）

市民のニーズに合わせ幼児用遊具等を設置し、誰もが
集い活動できる公園を整備します。

継 ● ● ●
都市計
画課

● ●

担当課 戦 強事業名 事業内容
新/
継

実施年度

強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦
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施策5　上下水道

8 9 10

⑴経営基盤の強化

①
水道事業（水
経）

安定的な水道事業の運営と効率化を図るために、使用
料改定の検討を含めた経営戦略の策定・見直しを行
い、岐阜東部広域水道圏域部会で広域化を検討しま
す。

継 ● ● ●
上下水
道課

● ●

②
下水道事業
（下経）

安定的な下水道事業の運営と効率化を図るために、使
用料改定の検討を含めた経営戦略の策定・見直しを行
い、WPPP検討会で官民連携や広域化を検討します。

継 ● ● ●
上下水
道課

● ●

⑵管路・施設の地震・浸水害対策

①
水道事業（水
耐）

地震対策のために、管路・施設の耐震化を行います。
また、濃南高区配水池の改良を行い、災害時における
水供給リダンダンシーを確保します。

継 ● ● ●
上下水
道課

● ●

②
下水道事業
（下耐）

地震・浸水対策のために、管路・施設の耐震化や下水
道処理場の耐水化を行います。また、雨水出水浸水想
定区域図を作成します。

継 ● ● ●
上下水
道課

● ●

⑶管路・施設の老朽化対策

①
水道事業（水
老）

老朽化した水道施設の長寿命化を図るために、老朽化
した管路・施設を更新します。

継 ● ● ●
上下水
道課

● ●

②
下水道事業
（下老）

老朽化した下水道施設の長寿命化を図るために、老朽
化した管路・施設を改築および更新します。

継 ● ● ●
上下水
道課

● ●

⑷水洗化率の向上

①
下水道事業
（未）

下水道未整備区域の解消を図るために、下水道事業計
画に位置づけられた箇所の未普及対策（面整備）を行
います。

継 ● ● ●
上下水
道課

● -

②
合併浄化槽設
置事業

下水道が整備されていない区域において、浄化槽設置
費用を補助します。

継 ● ● ●
上下水
道課

● ●

事業名 強事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦
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施策1　減災・被災者支援

8 9 10

⑴自助・共助の推進

①
地域防災力向
上事業

防災士と連携した防災教育や事前啓発活動、地域特性
に応じた地区防災計画の策定を推進し、地域の防災力
を高め被害を最小限に抑えます。

継 ● ● ●
危機管
理室

● ●

⑵公助の強化

① 防災対策事業

各種防災訓練の実施、災害対応マニュアルやアクショ
ンカードの作成、災害に強いインフラの整備を推進
し、災害発生時に行政機能が停止しない体制を構築し
ます。

継 ● ● ●
危機管
理室

● ●

施策2　防犯・交通安全

8 9 10

⑴交通安全活動の推進

①
交通安全対策
事業（交通安
全教室）

幼児期からの交通安全意識を高めるために、5歳児を中
心に交通指導員による交通安全教室を行います。

継 ● ● ●
生活環
境課

- -

②
交通安全対策事業
（交通安全協会土
岐市支部支援）

交通安全の取り組みを促進するために、交通安全協会
土岐市支部の活動費を支援します。

継 ● ● ●
生活環
境課

- -

③
交通安全対策
事業（外出支
援）

運転免許証を自主返納した方の外出支援のために、タ
クシーチケット又はバス回数券を支給します。（再
掲）

継 ● ● ●
生活環
境課

- -

⑵防犯活動の支援と積極的な情報提供による防犯意識の向上

①
防犯対策事業
（防犯灯設置
補助金事業）

地域の防犯力を向上させるために、自治会が設置する
防犯灯の設置費用に対して補助します。

継 ● ● ●
生活環
境課

- -

②
防犯対策事業
（東濃西部地区
防犯協会支援）

安心して暮らせるまちづくりを推進するために、東濃
西部地区防犯協会の活動費を支援します。

継 ● ● ●
生活環
境課

- -

⑶相談事業の充実

①
市民相談事業
（法律相談事
業）

身近な生活トラブルに対応するために、弁護士による
法律相談を行います。

継 ● ● ●
生活環
境課

- -

②
市民相談事業
（身近な生活
トラブル）

身近な生活トラブルに対応するために、専門の相談員
による相談対応を行います。

継 ● ● ●
生活環
境課

- -

強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦

基本目標5　環境と調和した持続可能で安全安心に暮らせるまち

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦 強
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施策2　防犯・交通安全

8 9 10

⑷消費者相談事業の推進

①
市民相談事業
（消費者相談
事業）

消費者トラブルによる被害の未然防止および早期救済
のために、消費者相談を行います。

継 ● ● ●
生活環
境課

- -

施策3　地球温暖化対策

8 9 10

⑴再生可能エネルギーの積極的な導入

①

グリーントランスフォー
メーション推進事業（太
陽光発電設備・蓄電池・
V2H補助）

再生可能エネルギーの導入を積極的に促進するため
に、住宅・建物などへの太陽光発電設備等の導入を補
助します。

継 ● ● ●
生活環
境課

● -

②

グリーントランス
フォーメーション推
進事業（公共施設照
明設備LED化事業）

公共施設の省エネルギー化を進めるために、既存公共
施設の照明を賃貸借方式によるLED照明へ更新します。

継 ● ● ●
生活環
境課

● -

⑵脱炭素型のライフスタイルの促進

①
グリーントランス
フォーメーション推
進事業（ZEH補助）

住宅の省エネルギー化を進めるために、新築住宅にお
いてZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の導入
を補助します。

継 ● ● ●
生活環
境課

● -

⑶脱炭素型の事業活動の普及

①
グリーントランスフォー
メーション推進事業（省
エネ診断補助）

事業所における省エネルギー化を進めるために、省エ
ネ診断に要する費用を実質無償化し、企業の省エネ意
識向上を図ります。

継 ● ● ●
生活環
境課

● -

⑷みんなで進める環境のひとづくり

①

グリーントランス
フォーメーション推
進事業（環境学習・
エコキッズ事業）

将来地域を支える人材を育成するために、市内小中学
生向けのエネルギー・環境学習および市内幼稚園・こ
ども園児向けのときエコキッズ事業を行います。

継 ● ● ●
生活環
境課

● -

施策4　生活・環境保全

8 9 10

⑴動物適正飼養の推進

①
環境衛生経費（地
域猫不妊去勢手術
支援事業補助金）

飼い主不明な猫の繁殖を抑制するために、自治会や保
護団体に対して地域猫の不妊去勢手術費用を補助しま
す。

継 ● ● ●
生活環
境課

● -

強

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦 強

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦 強
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施策4　生活・環境保全

8 9 10

⑵廃棄物等の不法投棄防止

①
環境美化事業
（不法投棄監
視員）

生活環境と公衆衛生の向上を図るために、各町に不法
投棄監視員を配置し、巡回パトロールにより不法投棄
を防止します。

継 ● ● ●
生活環
境課

● ●

②
環境美化事業
（ごみ袋作
成・配布）

地域環境の美化を推進するために、ボランティア清掃
時に使用する専用のごみ袋を作成・配布します。

新 - ● -
生活環
境課

● -

⑶空家対策

①
空家等対策事業
（土岐市空家等対
策計画の見直し）

適正管理がされていない空家の発生を抑制するため、
空家の現地調査を行い空家等対策計画の見直しを行い
ます。あわせて適正管理の情報を提供します。

新 ● ● -
生活環
境課

● ●

②
空家等対策事業
（空家等除却支
援事業補助金）

適正管理が行われていない放置空家の増加を防ぐため
に、周囲に危険が及ぶ恐れのある空家の除却費用の一
部を補助します。

継 ● ● ●
生活環
境課

● ●

⑷市営住宅の管理

①
市営住宅維持
管理事業

住宅困窮者のために、市営住宅を適正に管理し、老朽
化した市営住宅の修繕、除却を行います。

継 ● ● ●
生活環
境課

● -

⑸斎苑美しが峰の運営

① 斎苑整備事業
市民の公衆衛生の向上を図るために、斎苑美しが峰を
適切に整備し、必要な修繕を行います。

継 ● ● ●
生活環
境課

● -

⑹公害防止対策

① 公害対策経費
快適な生活環境を維持するために、騒音の測定を行
い、適宜指導を行います。また、野焼き禁止について
広報を活用し周知します。

継 ● ● ●
生活環
境課

● -

施策5　健康保険

8 9 10

⑴健康意識の向上

①
特定健康診査
事業費（特定
健康診査）

生活習慣病等の早期発見・予防を図るために、40歳以
上の被保険者を対象とした特定健康診査を行います。

継 ● ● ●
保険年
金課

● -

②
特定健康診査
事業費（受診
率向上）

特定健康診査の受診率向上を図るために、受診者を対
象としたインセンティブ事業を実施します。

新 ● ● ●
保険年
金課

● -

③
疾病予防経費
（人間ドック
助成）

疾病の早期発見・治療を推進するために、被保険者の
人間ドック受診に対して助成します。

継 ● ● ●
保険年
金課

● -

強

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦 強

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦

30



施策5　健康保険

8 9 10

⑴健康意識の向上

④
後期高齢者健
康診査事業

生活習慣病等の早期発見・予防を図るために、ぎふ・
すこやか健康診査およびぎふ・さわやか口腔健康診査
を行います。

継 ● ● ●
保険年
金課

● -

⑵健康寿命の延伸

①
特定健康診査
事業費（保健
指導）

生活習慣の改善・健康意識の向上を図るために、特定
保健指導対象者に対して生活習慣や検査値の改善につ
ながる保健指導を行います。

継 ● ● ●
保険年
金課

● -

②
疾病予防経費
（保健指導）

特定健康診査の結果に基づき、疾病の重症化のおそれ
のある対象者を特定し、継続的な保健指導を行いま
す。

継 ● ● ●
保険年
金課

● -

⑶切れ目のない健康管理支援

①
一体的な取組
事業費

高齢者の健康寿命を延伸するために、健診結果に基づ
く保健指導や通いの場での健康教育・相談など保健事
業と介護予防を一体的に行います。

継 ● ● ●
保険年
金課

● -

⑷保険事業の安定化

①
疾病予防経費
（医療費適正
化）

医療費の適正化を図るために、重複受診や重複服薬の
対象者への通知や注意喚起を行います。また、後発医
薬品差額通知による啓発を行います。

継 ● ● ●
保険年
金課

- -

施策6　廃棄物処理・リサイクル

8 9 10

⑴効率的・安定的な廃棄物処理

①
ごみ処理施設
整備事業

安定した廃棄物処理体制を確保するために、計画的に
設備点検し、定期的な整備、適切な設備更新を行いま
す。

継 ● ● ●
環境セ
ンター

- ●

⑵廃棄物の減量化・資源化

① ごみ収集事業
地域の衛生環境を維持するために、ごみ収集車両を更
新します。また、一人でごみ出しが困難な高齢者・障
がい者への戸別収集支援を行います。

継 ● ● ●
環境セ
ンター

- ●

②
資源循環促進
事業

環境への負荷を低減するために、資源物のリサイクル
や最終処分場での金属類再分別を行います。また、資
源物集団回収への奨励金を交付します。

継 ● ● ●
環境セ
ンター

- ●

⑶し尿・浄化槽汚泥の効率的処理

①
し尿処理施設
整備事業

地域の衛生環境を維持するために、し尿処理施設の機
能を維持し、計画的に修繕整備を行います。

継 ● ● ●
衛生セ
ンター

- ●

② し尿処理経費
し尿処理における利便性と効率を高めるために、手数
料支払い方法を処理券から口座振替へ移行します。

継 - ● ●
衛生セ
ンター

- -

戦 強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課

強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦
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施策6　廃棄物処理・リサイクル

8 9 10

⑷災害廃棄物の処理

①
災害廃棄物処
理事業

災害廃棄物処理計画に基づき災害で発生するがれきや
ごみ等の災害廃棄物の問題に対して、関係機関との協
力支援体制を構築するなど事前に対策を講じます。

継 ● ● ●
環境センター
生活環境課 - ●

施策7　消防・救急

8 9 10

⑴消防人材の育成

①
消防力向上事業
（消防職員資質
向上事業）

消防職員の資質向上のために、消防学校や消防大学
校、救命士養成研修所への派遣や各種研修・資格取得
講習への参加を促進します。

継 ● ● ●
消防総
務課

● -

②
消防団活動事
業（消防団員
確保事業）

消防団員を安定的に確保するために、ポスターや広報
媒体によるPR活動を行い、地域と連携した団員確保に
取り組みます。

継 ● ● ● 警防課 ● ●

⑵消防施設の充実

①
消防施設整備事
業（消防本部等
庁舎維持事業）

防災拠点施設としての機能を維持し女性消防職員の活
躍環境を整備するために、防災センターや消防署の設
備更新および女性仮眠室を整備します。

継 ● ● ●
消防総
務課

● ●

⑶火災予防の推進

①
重大な消防用設備
の違反事業所への
違反処理事業

法令違反の事業所を是正するために、違反が確認され
た事業所に対して継続的な指導を行います。

継 ● ● ● 予防課 ● ●

②
住宅防火推進
事業

住宅用火災警報器の設置促進のために、広報誌やホー
ムページを活用した周知・啓発活動を行います。

継 ● ● ● 予防課 ● ●

⑷救急体制の充実

①
消防力向上事業
（救急救命士資
質向上事業）

救急救命士の資質向上を図るために、病院実習や専門
研修への参加を促進します。

継 ● ● ● 警防課 ● ●

②
消防力向上事
業（救急救命
講習推進）

救急車到着前の応急手当実施率を向上させるために、
市民を対象とした救急救命講習を行います。

継 ● ● ● 警防課 ● ●

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦 強

強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦
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施策1　行政運営・情報発信

8 9 10

⑴行政改革の推進

①
行財政改革推進事
業（公共施設等適
正管理事業）

公共施設の方向性や修繕計画を適正に判断するため
に、専門家の視点で市内公共施設を統一的に評価し、
偏りのない計画策定を行います。

新 ● ● ●
行政経
営課

● ●

⑵行政プロフェッショナルの育成

① 人財育成事業
職員が市民ニーズに的確に対応できるようにするため
に、職員研修計画に基づく研修を実施し、職員の研修
参加を積極的に推進します。

継 ● ● ● 人事課 ● -

⑶情報共有の推進

① 広報広聴経費
市政に関する情報を市民と一層共有するため、広報紙
やSNSを活用した情報発信の強化及び職員研修・研究活
動を通じた広報力の向上を図ります。

継 ● ● ●
秘書広
報課

● -

②
ホームページ
運用事業

市民が市政情報へ円滑にアクセスできるよう、継続的
な点検と改善を行い、利便性に配慮した使いやすい
ホームページを運用します。

継 ● ● ●
秘書広
報課

● -

施策2　財政運営

8 9 10

⑴歳入の確保

①
新たな自主財
源の確保

新たな自主財源を確保するために、ネーミングライツ
やクラウドファンディングの導入を検討します。

新 ● ● ●
行政経
営課

- -

②
使用料、手数
料の見直し

適正な受益者負担を進め、施設の利用状況や他市の料
金体系等を勘案し定期的な見直しを行います。

継 ● ● ●
行政経
営課

- -

⑵適正な歳出規模の実現

①
補助金等の見
直し

補助金等の効果・必要性・費用対効果を検証し、廃
止・縮小・統合等の見直しを行うことで、財政の効率
化と適正化を図ります。

新 ● ● ●
行政経
営課

- -

⑶健全で効果的な予算編成と執行

①
効果的な予算
編成

真に必要な事業を効果的に実施するために、経済財政
状況を踏まえつつ、選択と集中の考え方により、必要
性の高い分野に重点的に予算配分します。

継 ● ● ●
行政経
営課

- -

戦 強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課

基本目標6　未来へつながる都市経営を行うまち

事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦 強
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施策3　行政DX

8 9 10

⑴行政サービスの利便性向上

①
自治体フロン
トヤード改革
推進事業

窓口業務の利便性向上と業務効率化を図るために、汎
用的なオンライン申請システムを活用し、市民にとっ
て利用しやすい窓口体制を整備します。

継 ● ● ●
政策推
進課

● ●

②
公金決済のeL-
QR利用

公金支払いの利便性向上を図るために、税以外の公金
についてeL-QRを活用したキャッシュレス決済の導入
と、関連システムや収納手順を整理します。

新 - ● - 会計課 ● -

③
戸籍住民基本
台帳管理事業

市民の利便性を向上させるために、市役所設置のキオ
スク端末の活用を促進し、コンビニ交付サービスの利
用拡大を図ります。

継 ● ● ●
市民課
税務課

● -

⑵行政業務の適正化・効率化

①
行政文書電子
化事業

起案及び決裁の効率化と紙で保存する行政文書の削減
のため、電子決裁を導入します。

継 ● ● ● 総務課 ● -

⑶地域社会の課題解決

①
地域課題解決
推進事業

人口減少・少子高齢化等の地域課題に対し、デジタル
を活用した時代に適応する効率的な施策を検討し、市
民生活における諸課題の解決を図ります。

継 ● ● ●
政策推
進課

● -

強事業名 事業内容
新/
継

実施年度
担当課 戦
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